
目

次

担

当

課

（

室

）

発

行

岡

山

県

催

目

次

担

当

課

（

室

）

【

告

示

】

○

救

急

病

院

の

指

定

医

療

推

進

課

○

〃

〃

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

指

障

害

福

祉

課

定

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

名

〃

称

等

の

変

更

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

指

〃

定

○

〃

〃

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

名

〃

称

等

の

変

更

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

〃

【

公

告

】

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

耕

地

課

○

都

市

計

画

の

案

の

作

成

に

関

す

る

公

聴

会

の

開

都

市

計

画

課

岡

山

県

公

報

平成２９年７月１８日 第１１９０６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
号

次
の
病
院
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
救
急
病
院
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

国
立
病
院
機
構
岡
山
市
立
金
川
病
院

所
在
地

岡
山
市
北
区
御
津
金
川
四
四
九

二

有
効
期
限

平
成
三
十
二
年
七
月
三
十
一
日

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年７月１８日　岡山県公報　第１１９０６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

次
の
病
院
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
救
急
病
院
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

岡
山
市
立
せ
の
お
病
院

所
在
地

岡
山
市
南
区
妹
尾
八
五
〇

名

称

さ
と
う
記
念
病
院

所
在
地

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
四
五

二

有
効
期
限

平
成
三
十
二
年
八
月
五
日

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年７月１８日　岡山県公報　第１１９０６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

生
活
保
護
法（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号）

第
四
十
九
条（

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律（

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む。

）

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た。

、

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院

，
診

療
所

又
は

薬
局

名
称

所
在

地
指

定
年

月
日

な
か

し
ま

歯
科

医
院

瀬
戸

内
市

邑
久

町
尾

張
１

２
４

４
－

４
H
2
9
.
５

.
１

平成２９年７月１８日　岡山県公報　第１１９０６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

生
活
保
護
法（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号）

第
五
十
条
の
二（

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律（

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む。

）

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た。

、

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院

，
診

療
所

又
は

薬
局

名
称

所
在

地
変

更
事

項
変

更
前

変
更

後
変

更
年

月
日

エ
ス

マ
イ

ル
薬

局
高

梁
店

高
梁

市
南

町
７

９
－

１
名

称
ウ

イ
ズ

薬
局

高
梁

店
エ

ス
マ

イ
ル

薬
局

高
梁

店
H
2
9
.
６

.
１

エ
ス

マ
イ

ル
薬

局
成

羽
店

高
梁

市
成

羽
町

下
原

４
１

２
名

称
成

羽
薬

局
エ

ス
マ

イ
ル

薬
局

成
羽

店
H
2
9
.
６

.
１

平成２９年７月１８日　岡山県公報　第１１９０６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

生
活
保
護
法（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号）

第
五
十
条
の
二（

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律（

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む。

）

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た。

、

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院

，
診

療
所

又
は

薬
局

名
称

所
在

地
廃

止
年

月
日

な
か

し
ま

歯
科

医
院

瀬
戸

内
市

邑
久

町
尾

張
１

２
４

４
－

４
H
29

.
４

.
3
0

奥
玉

ク
リ

ニ
ッ

ク
玉

野
市

奥
玉

三
丁

目
２

１
－

７
H
29

.
５

.
3
1

平成２９年７月１８日　岡山県公報　第１１９０６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

生
活
保
護
法（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号）

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項（

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律（

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む。

）

の
規
定
に
よ
り

介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
介
護
機
関
を
次
の
と
お

、

り
指
定
し
た。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業

者
の

名
称

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

居
宅

介
護

事
業

所
の

名
称

居
宅

介
護

事
業

所
の

所
在

地
指

定
年

月
日

医
療

法
人

平
允

会
井

原
市

上
出

部
町

４
７

３
医

療
法

人
平

允
会

森
本

整
形

外
科

医
院

井
原

市
上

出
部

町
４

７
３

H
2
9
.
６

.７

平成２９年７月１８日　岡山県公報　第１１９０６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

生
活
保
護
法（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号）

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項（

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律（

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む。

）

の
規
定
に
よ
り

介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
介
護
機
関
を
次
の
と
お

、

り
指
定
し
た。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業

者
の

名
称

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

介
護

予
防

事
業

所
の

名
称

介
護

予
防

事
業

所
の

所
在

地
指

定
年

月
日

医
療

法
人

平
允

会
井

原
市

上
出

部
町

４
７

３
医

療
法

人
平

允
会

森
本

整
形

外
科

医
院

井
原

市
上

出
部

町
４

７
３

H
2
9
.
６

.７

平成２９年７月１８日　岡山県公報　第１１９０６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

生
活
保
護
法（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号）

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二（

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律（

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む。

）

の
規
定
に
よ
り

指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が

、

あ
っ
た。平

成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業

者

種
類

名
称

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

事
業

所
の

名
称

事
業

所
の

所
在

地
変

更
事

項
変

更
前

変
更

後
変

更
年

月
日

居
宅

介
護

日
本

赤
十

字
社

東
京

都
港

区
芝

大
門

１
－

岡
山

赤
十

字
老

人
保

健
施

玉
野

市
築

港
五

丁
目

１
６

名
称

日
本

赤
十

字
社

岡
山

県
支

日
本

赤
十

字
社

H
2
9
.
４

.１

事
業

者
１

－
３

設
玉

野
マ

リ
ン

ホ
ー

ム
－

２
５

部

介
護

予
防

日
本

赤
十

字
社

東
京

都
港

区
芝

大
門

１
－

岡
山

赤
十

字
老

人
保

健
施

玉
野

市
築

港
五

丁
目

１
６

名
称

日
本

赤
十

字
社

岡
山

県
支

日
本

赤
十

字
社

H
2
9
.
４

.１

事
業

者
１

－
３

設
玉

野
マ

リ
ン

ホ
ー

ム
－

２
５

部

居
宅

介
護

日
本

赤
十

字
社

東
京

都
港

区
芝

大
門

１
－

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
玉

玉
野

市
築

港
五

丁
目

１
６

名
称

日
本

赤
十

字
社

岡
山

県
支

日
本

赤
十

字
社

H
2
9
.
４

.１

支
援

事
業

１
－

３
野

マ
リ

ン
ホ

ー
ム

－
２

５
部

者居
宅

介
護

株
式

会
社

エ
ス

マ
広

島
県

広
島

市
西

区
商

工
エ

ス
マ

イ
ル

薬
局

高
梁

店
高

梁
市

南
町

７
９

－
１

事
業

所
の

名
ウ

イ
ズ

薬
局

高
梁

店
エ

ス
マ

イ
ル

薬
局

高
梁

店
H
2
9
.
６

.１

事
業

者
イ

ル
セ

ン
タ

ー
６

－
１

－
１

１
称

介
護

予
防

株
式

会
社

エ
ス

マ
広

島
県

広
島

市
西

区
商

工
エ

ス
マ

イ
ル

薬
局

高
梁

店
高

梁
市

南
町

７
９

－
１

事
業

所
の

名
ウ

イ
ズ

薬
局

高
梁

店
エ

ス
マ

イ
ル

薬
局

高
梁

店
H
2
9
.
６

.１

事
業

者
イ

ル
セ

ン
タ

ー
６

－
１

－
１

１
称

居
宅

介
護

株
式

会
社

エ
ス

マ
広

島
県

広
島

市
西

区
商

工
エ

ス
マ

イ
ル

薬
局

成
羽

店
高

梁
市

成
羽

町
下

原
４

１
事

業
所

の
名

成
羽

薬
局

エ
ス

マ
イ

ル
薬

局
成

羽
店

H
2
9
.
６

.１

事
業

者
イ

ル
セ

ン
タ

ー
６

－
１

－
１

１
２

称

介
護

予
防

株
式

会
社

エ
ス

マ
広

島
県

広
島

市
西

区
商

工
エ

ス
マ

イ
ル

薬
局

成
羽

店
高

梁
市

成
羽

町
下

原
４

１
事

業
所

の
名

成
羽

薬
局

エ
ス

マ
イ

ル
薬

局
成

羽
店

H
2
9
.
６

.１

事
業

者
イ

ル
セ

ン
タ

ー
６

－
１

－
１

１
２

称

平成２９年７月１８日　岡山県公報　第１１９０６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

生
活
保
護
法（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号）

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二（

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律（

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む。

）

の
規
定
に
よ
り

指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の

、

届
出
が
あ
っ
た。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業

者

種
類

名
称

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

事
業

所
の

名
称

事
業

所
の

所
在

地
廃

止
年

月
日

居
宅

介
護

事
業

者
日

本
赤

十
字

社
岡

山
県

支
部

岡
山

市
北

区
丸

の
内

２
－

７
－

２
０

指
定

訪
問

介
護

事
業

所
玉

野
マ

リ
ン

ホ
玉

野
市

築
港

五
丁

目
１

６
－

２
５

H
2
8
.
３

.
3
1

ー
ム

介
護

予
防

事
業

者
日

本
赤

十
字

社
岡

山
県

支
部

岡
山

市
北

区
丸

の
内

２
－

７
－

２
０

指
定

訪
問

介
護

事
業

所
玉

野
マ

リ
ン

ホ
玉

野
市

築
港

五
丁

目
１

６
－

２
５

H
2
8
.
３

.
3
1

ー
ム

平成２９年７月１８日　岡山県公報　第１１９０６号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

真
庭
市
一
色
字
広
丸
一
三
一
五
の
一
か
ら
一
三
一
五
の
三
ま
で
、
字
谷
奥
一
三
五
〇
、
一
三
五
三

の
一
、
一
三
五
四
、
一
三
五
六
か
ら
一
三
五
八
ま
で
、
一
三
六
〇
、
一
三
六
一
、
一
三
六
四
、
一
三

六
五
、
一
三
六
九
の
一
、
一
三
六
九
の
三
、
一
三
七
一
、
一
三
七
八
、
字
五
合
山
一
三
六
三
、
字
三

太
郎
畑
一
三
七
三
、
字
笹
尾
平
一
三
七
九
、
一
四
〇
二
、
一
四
〇
三
の
一
、
一
四
〇
三
の
二
、
字
尻

ナ
シ
一
三
八
一
か
ら
一
三
八
三
ま
で
、
字
梨
木
一
三
八
六
、
字
梨
木
峪
一
三
八
七
、
字
尻
無
段
一
三

八
八
の
一
、
一
三
八
八
の
三
、
一
三
八
八
の
六
か
ら
一
三
八
八
の
二
一
ま
で
、
字
寄
峪
一
三
八
九
の

一
か
ら
一
三
八
九
の
四
ま
で
、
一
三
九
〇
の
一
、
一
三
九
〇
の
二
、
一
三
九
一
、
一
三
九
三
の
一
、

一
三
九
三
の
三
、
一
三
九
九
の
一
、
一
三
九
九
の
二
、
一
四
〇
〇
、
字
テ
ラ
山
一
四
〇
一
の
一
か
ら

一
四
〇
一
の
一
二
ま
で
、
字
長
畑
一
四
〇
四
、
一
四
〇
五

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
広
丸
一
三
一
五
の
三
・
字
谷
奥
一
三
五
〇
・
一
三
五
三
の
一
・
一
三
五
四
・
一
三
五
八
・

一
三
六
〇
・
一
三
六
一
・
一
三
六
四
・
一
三
六
五
・
一
三
六
九
の
一
・
一
三
六
九
の
三
・
一
三

七
一
・
一
三
七
八
・
字
五
合
山
一
三
六
三
・
字
笹
尾
平
一
三
七
九
（
以
上
十
五
筆
に
つ
い
て
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。
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（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
真

庭
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

平成２９年７月１８日　岡山県公報　第１１９０６号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

真
庭
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
真

庭
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
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〔
三
〇
三
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

越
尾
土
地
改
良
区

二

退
任
及
び
就
任
役
員

退
任
役
員

就
任
役
員

住

所

理
事
監

氏

名

氏

名

事
の
別

澁
谷

武
男

久
米
郡
美
咲
町
越
尾
八
五
二

理

事

関

雄
輔

〃

〃

〃

一
四
四
六

〃

花
房

直
人

〃

〃

〃

一
〇
二
九

〃

稗
田

信
行

〃

〃

〃

二
五
五

〃

筈
尾

馨

〃

〃

〃

九
六
四

〃

越
尾

泰
治

〃

〃

〃

四
九－

二

〃

中
原

徹
雄

〃

〃

〃

八
九
五－

二

〃

江
田

祐
樹

〃

〃

〃

一
四
五
六－

一

〃

桑
元

哲

〃

〃

〃

二
六
五
一

〃

勢
木

圭
司

〃

〃

〃

二
四
七
七

〃

杉
山

一
正

〃

〃

〃

三
〇
五
二

〃

原
本

忠
雄

原
本

忠
雄

〃

〃

〃

三
四
一
九

〃

志
茂

克
明

〃

〃

〃

二
一
三
六

〃

岡
部

幹
雄

岡
部

幹
雄

〃

〃

〃

一
九
六
一

〃

志
茂

陽
之

〃

〃

〃

八
一
〇

監

事

越
尾

充
仁

〃

〃

〃

一
〇
九
四

〃

原
本

彰

〃

〃

〃

三
二
二
七－

一

〃

花
房

正
明

〃

〃

〃

一
〇
三
三

理

事

筈
尾

義
弘

〃

〃

〃

八
二
六

〃

延
崎

正
康

〃

〃

〃

二
五
二

〃

越
尾

敞
二

〃

〃

〃

一
〇
九
七

〃
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越
尾

英
樹

〃

〃

〃

一
一
八
二－

一

〃

澁
谷

民
男

〃

〃

〃

八
六
三－

四

〃

三
浦

光
明

〃

〃

〃

一
三
七
七

〃

関

康
弘

〃

〃

〃

一
四
四
九

〃

勢
木

昇

〃

〃

〃

二
五
五
一－

一

〃

桑
元

輝
明

〃

〃

〃

二
七
二
七

〃

假
屋

和
朗

〃

〃

〃

三
四
〇
一

〃

直
原

武
司

〃

〃

〃

二
三
七
〇－

一

〃

森
谷

正
裕

〃

〃

〃

一
六
六－

三

監

事

岡
部

央

〃

〃

〃

一
九
八
九

〃

三
浦

典
之

〃

〃

〃

八
〇
六

〃
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〔
三
〇
四
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
五
日
午
前
十
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
場
所

津
山
市
山
北
五
二
〇
番
地

津
山
市
役
所
二
階
大
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
二
十
九
年

八
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、
岡
山
県
土

木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
津
山
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
）
。

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

津
山
広
域
都
市
計
画
道
路
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日

ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
津
山
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。
）

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六－

二
二
六－

七
四
九
二
）
又
は
津
山
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
（
津
山
市
山
北
五
二
〇
番
地

電
話
〇
八
六
八－

三
二－

二
〇
九
六
）
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別紙様式

意見書

平成29年７月18日付けの岡山県公報で公告された津山広域都市計画道路の変

更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいので申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注）「意見の要旨及び理由」の記載要領

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りよう
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